
1
開設者が市町村等の場合も対象と
なりますか。

対象となります。

2
休止中の施設等は交付の対象に含
まれますか。

令和７年１０月１日時点で休止中の施設等は対象となりません。

3
近いうちに施設等を廃止する予定
ですが、交付の対象となります
か。

令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに休止又は廃止予定の施
設等は対象となりません。（災害その他やむを得ない事由によるものは除
く。）

4
今後、開設予定の施設等も交付の
対象となりますか。

令和７年１０月１日時点で開設、運営していないものは対象となりませ
ん。

5
４月１日以降に運営法人が変わり
ましたが対象となりますか。

変更後の法人が申請することは可能ですが、運営法人が変更したことが分
かる書類（合併や譲渡にかかる契約書等）を添付して下さい。

6
開設者が県外の法人でも交付の対
象となりますか。

施設等の所在地が岐阜県内であれば対象となります。

7
これまでに実施された物価高騰対
策支援金の対象施設等は、今回も
支援金の対象となりますか。

前回までの支援実績や、足元の物価高騰の状況を踏まえ、対象となるサー
ビス種類を見直しております。詳細は支援金交付要綱別表１をご確認くだ
さい。

1

１つの法人が複数の種別の施設等
を運営している場合、岐阜県の他
の物価高騰対策支援金を申請する
ことは可能ですか。

１つの法人が複数の種別の施設等を運営している場合は、各種別ごとに県
の支援金を申請することが可能です。
なお、対象となる施設等については、それぞれの種別ごとの支援金交付要
綱に定めていますので、ご確認ください。

2

同じ事業所で、介護サービスと併
せて障害福祉サービスの提供して
いますが、介護分と障害分それぞ
れ対象となりますか。

介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供するため（障害者総
合支援法上）の共生型サービスを実施している場合は、主たる介護保険
サービスにより高齢者施設等物価高騰対策支援金として申請してくださ
い。

3

同様の支援金等を他団体(国、市
町村等）から受けている、又は受
ける予定ですが、県の支援金を受
け取ることはできますか。

他団体から同様の支援金等の受給（予定を含む）等の有無に関わらず、本
支援金を受け取ることが可能です。ただし、本支援金を受け取った場合に
他の支援金等を受けることができるか否かは、他の支援金の支給要件をご
確認ください。

1
申請書はどのように提出します
か。

ポータルサイトよりオンライン申請してください。
ただし、やむを得ない場合については申請様式を支援金事務局宛郵送して
ください。

2
ＦＡＸや電子メールでの申請はで
きますか。

ＦＡＸや電子メールでの申請はできません。

3
申請の受付期間はいつまでです
か。

令和８年１月２１日（水）～令和８年２月９日（月）までです。
（郵送の場合、令和８年２月９日（月）当日消印有効）

4
１つの法人が複数の種別の施設等
を運営している場合、申請はまと
めて行う必要がありますか。

「医療機関」「薬局」「障害者施設」「高齢者福祉施設等」の区分ごとに
申請してください。
なお、提出時期は同時でなくても構いません。

5

複数の高齢者施設等を運営してい
る場合、施設ごとの申請ですか、
それとも法人でまとめて申請です
か。

法人単位で申請してください。
様式２に交付対象となるすべての施設等を記入ください。

岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金に関するＱ＆Ａ

＜支援金の交付対象について＞
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6

支援金額算定調書（様式２）にお
いて、申請する施設等数が入力行
より多い場合、どうすればよいで
すか。

支援金事務局にお問い合わせいただけましたら、別途申請様式を送付いた
します。

7
施設等の開設者と、実際の運営主
体が異なる場合、どちらから申請
すればよいですか。

原則、開設者より申請してください。
ただし、市町村等が開設者で指定管理を行っている施設等については、指
定管理先の運営主体から申請することも可能ですが、指定管理が行われて
いることが確認できる書類（契約書等）を添付してください。

8

インターネットバンキングを利用
しており、通帳の写しを提出する
ことができないがどうしたらよい
ですか。

口座名義及び口座番号が確認できる画面のコピーや画像を提出してくださ
い。

9

過去に県への口座登録（債権者登
録）を行ってあるが、あらためて
「振込先確認書（様式３）」を提
出する必要がありますか。

県への口座登録（債権者登録）の有無に関わらず、「振込先確認書（様式
３）」を提出願います。

10
短期入所生活介護又は短期入所療
養介護については、支援金の対象
となりますか。

空床型の短期入所生活介護又は短期入所療養介護は、支援金の対象となり
ません。本体施設の定員と重複するためです。
一方で、併設型や単独型は支援金の対象となります。
各施設においてサービス提供形態を確認したうえで申請してください。

11

入所施設において、同一施設内で
従来型とユニット型がある場合、
それぞれの定員ごとに２行に分け
て申請すればよいですか。

同一の施設種別で従来型とユニット型がある場合は、それぞれの定員を合
算して１施設として申請してください。

なお、施設種別が異なる場合は、合算することなく申請してください。
（例：介護老人福祉施設（従来型）と地域密着型介護老人福祉施設生活介
護（ユニット型）の場合は、合算せず、それぞれの施設種別で申請）

また、事業所番号が異なる場合には、いずれか１つの事業所番号を入力し
て申請してください。

12
みなし指定を受けている事業所は
支援金の対象となりますか。

保険医療機関（病院又は診療所）におけるみなし指定事業所は支援金の対
象になりません。
介護老人保険施設又は介護医療院におけるみなし指定事業所のうち、通所
リハビリテーション事業所は支援金の対象となります。ただし、この場合
においても、老健等とは別に通所リハビリテーションのサービスを提供す
るスペースがあり、実際にサービスを提供している必要があります。

13

軽費老人ホーム、養護老人ホーム
のうち、特定施設入居者生活介護
事業所として指定を受けている場
合、どちらのサービス種類で申請
すればよいか。

軽費老人ホームまたは養護老人ホームとして申請してください。

1
支援金の交付はいつ頃になります
か。

令和８年３月末までに交付します。

2
支援金の交付が決定した旨の通知
は届きますか。

交付が決定した旨の通知は行いません。なお、オンライン申請の場合は、
ポータルサイトのマイページにて状況（ステータス）が確認できます。

3 不交付となることはありますか。
交付要綱に規定する要件を満たさない場合のほか、申請書類不備があった
際に期日までに修正依頼に応じない場合や、受付期間を過ぎてから申請さ
れた場合等は不交付となります。

4
申請書類の申請状況等を確認した
いがどうしたよいですか。

オンライン申請の場合は、ポータルサイトのマイページにて状況（ステー
タス）が確認できます。審査の過程で、確認や補正をお願いする場合は、
事務局から連絡いたします。

5 実績の報告は必要ですか。 本支援金に係る実績の報告は不要です。

6 支援金の用途制限はありますか
本支援金は、食材料費高騰の影響を受ける施設等の持続的なサービス提供
を支援するために交付されるものであり、支援金の趣旨を踏まえ適切にご
対応いただくようお願いします。

＜支援金の交付等について＞
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